
兵庫県立尼崎総合医療センターにおける研究費の運営・管理・監査体制

・研究所全体を総括し、
  研究費の運営・管理について最終責任を負う

・最高管理責任者を補佐、
研究費の運営管理について実質的な責任者

・研究所全体の具体的な対策を策定及び実施

・不正使用防止計画の企画・立案 ・各部局等における研究費の運営・管理について管理監督
・不正使用防止計画の運用、行動規範策定等 ・部局等におけるコンプライアンス教育の実施・受講管理

・行動規範の遵守、誓約書の提出
・コンプライアンス教育の受講

平成29年10月1日
令和4年4月1日改正

告発窓口

（総務課）

不正防止計画推進部署

（臨床研究の推進に関する

委員会）

内部監査部門

（総務部総務課）

兵庫県監査部門

最高管理責任者

（院長）

統括管理責任者

（管理局長）

コンプライアンス推進責任者

（経営企画部長）

構成員

（研究員・その他関連する者）

調査委員会

（委員長・統括管理責任者）

【報告】

【指示】

【提案】

【指示】

【調査指示】

【指示】

【報告】

【報告】

【指示】

【指示】

【連携】

【連携】

【申請・相談】

幹部会

監事

（総務部長）

【連携】

【連携】

【報告・意見】

【連携・情報共有】

競争的研究費管理担当者

（経営企画部経営企画課）

【支援・指導】

【連携】

【監査】


